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ろうきんの理念

ろうきんの理念
ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する

協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および
文化にかかわる活動を促進し、人々が喜びをもって共生できる

社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、
そのネットワークによって成り立っています。

会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、
運動と事業の発展に努めます。

ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、
健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

〈1997年5月16日　全国労働金庫協会 1996年度第12回理事会で決定〉

ろうきんの理念と基本姿勢

　ろうきんの目的や原則は労働金庫法によって規定されており、市中銀行と明確に区分されています。また、ろうきん
は労働金庫法に定められた目的や原則に基づいて事業方針等を策定し、さまざまな施策を実施しています。

労働金庫法
（目的）第1条　�この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団

体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上
に資することを目的とする。

（原則）第5条　��金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
　　　　　2　�金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事

業を行つてはならない。
　　　　　3　�金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

非営利の原則 直接奉仕の原則 政治的中立の原則

ろうきんの基本姿勢〜ろうきんは「はたらく人」たちの金融機関

ろうきんの事業運営3原則

目
　
的

ろうきんは、働く仲間がつくった金融機関です。	
　ろうきんは、労働組合や生活協同組合などの働く仲間が、お互いを助け合うために資金を出し合って
つくった協同組織の金融機関です。働く人たちの暮らしを支え、快適で過ごしやすい社会づくりを目指
しています。

運
　
用

ろうきんは、生活者本位に考える金融機関です。	
　ろうきんの業務内容は、預金やローン・各種サービスなど、一般の金融機関とほとんど変わりません。
しかし、資金の運用がまったく違います。働く人たちからお預りした資金は、住宅や車の購入・教育・
結婚資金など、働く仲間とその家族の生活を守り、より豊かにするために役立てられています。

運
　
営

ろうきんは、営利を目的としない金融機関です。	
　ろうきんは、労働金庫法というルールに基づいて、非営利を原則に公平かつ民主的に運営されていま
す。会員は平等の立場でろうきんを利用するだけでなく、ろうきんの運営に参画し、会員自らの活動と
協同組織の運動を進めています。
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北海道ろうきん　ディスクロージャー2018

　〈ろうきん〉は、勤労者が互いを助け合うためにつくった非営利の協同組織金融機関であり、日本で唯一の勤労者
のための福祉金融機関です。1950年に最初の〈ろうきん〉が設立されて以来、常に一貫して、金融商品・サービスの
提供を通じた、勤労者の経済的地位の向上に努めてきました。

　〈ろうきん〉は、根拠法である『労働金庫法』において、「非営利」「直接奉仕」「会員平等」という、事業運営についての
原則が定められています。全国の〈ろうきん〉は、これら原則に基づき、これまでもお客様本位の事業運営を実践し
てきました。〈ろうきん〉にとって、お客様である勤労者一人ひとりの生涯にわたり、お客様の立場に立った、良質な
商品・サービスを提供していくのは本来的な役割であり、存在意義であるといえます。

　〈北海道ろうきん〉は、今般、『お客様本位の業務運営に関する取組方針』を策定・公表するにあたり、これまで取り
組んできた勤労者本位の事業運営の精神・活動をふまえ、変化する時代の要請に応えるべく、更なる取り組みを進
めていきます。「ろうきんの理念」のもと、以下の取り組み方針に基づく活動を実践し、勤労者のくらしを守り、より
豊かにする運動を展開していきます。

『お客様本位の業務運営に関する取組方針』

1．『お客様本位の業務運営に関する取組方針』の策定・公表

　　○�　〈北海道ろうきん〉（以下、当金庫）はお客様本位の業務運営の強化に向けて、金融庁が2017年3月に公表した
「顧客本位の業務運営に関する原則」をすべて採択し、「お客様本位の業務運営に関する取組方針」（以下、本方
針）を策定します。

　　○　本方針および本方針に係る取り組み状況は、ディスクロージャー誌、ホームページに掲載し公表します。

　　○　本方針は毎年見直しのうえ、必要があれば改正します。

2．お客様の生活を生涯にわたってサポートしていくことを第一に考えた取組み

　　○�　当金庫は、「ろうきんの理念」のもと、全ての事業活動において、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範
を尊重するとともに、お客様の生活を生涯にわたってサポートしていくことを第一に考えた、誠実、丁寧かつ
公正な業務運営を行います。

　　○�　お客様が最善の利益を得られるよう、お客様一人ひとりのライフプランとニーズを踏まえた最適なアドバ
イスと、質の高い金融サービスを提供する取組みを行っていきます。

3．利益相反を適切に管理する取組み

　　○�　当金庫は、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を特定し管理す
るための「利益相反管理方針」を定めています。当該方針に基づき、利益相反について一元的に対応する体制
を整備するなど、お客様の保護と正当な利益確保に努めるための適切な管理を行っています。

　　○�　投資信託等の一定のリスクを伴う商品の販売にあたっては、お客様にとって最善の利益となる観点を重視
した対応を行っています。ろうきん業態の投資信託の販売商品をラインナップするにあたっては、業態の中
央機関である労金連合会において、販売する商品の基本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条
件、選定理由、手数料水準等が適切なものであることを確認しています。そのうえで当金庫において、販売す
る商品を、お客様の最善利益追求の観点で選定しています。

4．手数料等に係る情報提供の取組み

　　○�　当金庫は、お客様にご負担いただく手数料等について、商品・サービスごとにわかりやすい表示を行いま
す。

　　○�　投資信託に係る手数料については、パンフレットやホームページなどにファンド一覧を掲載し、商品間で
の比較が簡単にできるよう一覧表にするなど、お客様にわかりやすい開示を行います。
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ろうきんの理念

5．お客様の立場に立ったわかりやすい情報提供の取組み

　　○�　当金庫は、お客様の金融商品の取引経験や金融知識を把握のうえ、販売・推奨等を行う金融商品・サービ
スについて、その複雑さやリスクに見合った、わかりやすく丁寧な情報提供を行います。

　　○�　ろうきん業態として、確定拠出年金（DC）について、企業型DC加入者向けの「ろうきんの企業年金に係る役
割発揮宣言」サイトや、個人型DCについての「ろうきんiDeCo」スペシャルサイトにおいて、投資の考え方や
商品の選択、金融商品のリスクとリターンについてなど詳しく説明しています。

　　○�　当金庫が取り扱う投資信託については、ホームページ等のファンド情報、店頭窓口等で当該商品のメリッ
ト、リスク、手数料等についてご案内しています。

　　�　なお、パッケージ商品に該当するファンドオブファンズ（注）形式の商品がありますが、当商品については個別
のファンドごとの購入には対応していません。

　　（注）�ファンドオブファンズとは、「投資信託に投資する投資信託」で、複数の投資信託（ファンド）を適切に組み合わせて、一つの投資

信託（ファンド）にまとめたものをいいます。

6．お客様一人ひとりに合った最適なサービス提供の取組み

　　○��　当金庫は、お客様一人ひとりの健全な生活設計の支援に向け、中長期的な視点での資産形成に向けたアド
バイスや、子育てや教育、マイホームなどライフステージにおけるあらゆる資金ニーズに良質な商品で応え
ていきます。また、多様化するお客様の金融ニーズに的確に応えるべく、既存商品・サービスの見直しや、商
品開発を行います。

　　○�　当金庫は、お客様一人ひとりの資産状況や、金融商品の取引経験、商品知識や取引目的、ニーズ等を把握の
うえ、お客様に最適な商品・サービスを提供します。また、投資信託の販売にあたっては、お客様の投資目的、
投資経験、資産状況等を確認させていただいたうえで、お客様一人ひとりに合った、的確な説明・提案を誠実
に行います。

　　○�　当金庫は、お客様への適正な金融商品の勧誘を行うための「金融商品に関する勧誘方針」、共済・保険商品
の適正な募集をするための「共済募集指針」「保険募集指針」等を定めています。これらの方針は、ホームペー
ジ等に掲載し、公表しています。

7．「お客様本位の業務運営」の職員への定着と実践に向けた取組み

　　○�　当金庫は、「ろうきんの理念」を掲げ、常にお客様である勤労者の生活向上の貢献を第一に考えた運営を
行っています。「ろうきんの理念」を職員に定着させ、その実践に向けた行動につなげるため、業態の中央機
関である全国労働金庫協会および当金庫において「理念研修」を実施しています。

　　○�　お客様本位の業務運営を着実に実践していくため、各種研修を通じた人材育成や、業績評価制度の整備な
どに取組んでいきます。

＊本方針に係る成果指標（KPI）の公表については、2019年3月を予定しています。

� 以　上
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北海道ろうきん　ディスクロージャー2018

中国労働金庫

近畿労働金庫

東海労働金庫
四国労働金庫

九州労働金庫

北陸労働金庫

東北労働金庫

中央労働金庫

長野県労働金庫

北海道労働金庫

静岡県労働金庫

沖縄県労働金庫

新潟県労働金庫

予
防
的
措
置

金
融
支
援
措
置

ろうきん相互支援制度実施に係る3者覚書

労金協会 労金連

経営モニタリング会議

・経営改善指導
・監査

・経営モニタリング
・金庫実務支援

金庫支援
定期預金

相互支援
基金制度

優先出資
引受け制度

緊急時特別
貸付制度

ろうきん相互支援制度運営会議

（再建または合併支援）（資本増強支援）（緊急時対応）

全国
13ろうきん

　お客さまの預金を守る公的なセーフティネットとして「預金保険制度」があります。ろうきんでは、この「預金保
険制度」とは別に、ろうきん業態独自のセーフティネットを用意しています。
　1番目の柱は、全国労働金庫協会（労金協会）及び労働金庫連合会（労金連）による定期的な経営状況のモニタリン
グと労金協会内の労働金庫監査機構による監査です。経営上の問題が認められる場合には、その問題の程度に応じ
て必要な措置を講じ、問題の早期改善を図ることとしています。また、労働金庫監査機構は全国ろうきんの監査を
実施し、指導を行っています。
　2番目の柱は、労金連の金融機能を活用した「ろうきん相互支援制度」です。万一、ろうきんに経営上の問題が生じ、
支援が必要となった場合には、労金連が緊急資金の貸出しや資本注入、資金援助等を行うことにより経営をサポー
トします。

全国ろうきん（13 金庫）

店 舗 数 627 店

役 職 員 数 11,266 人

団体会員数 51,845 会員

間接構成員数 11,077,198 人

出 資 金 955 億円

預 金 残 高 19 兆 7,257 億円

貸出金残高 12 兆 7,454 億円

※預金残高には譲渡性預金を含んでいます。

ろうきん業態セーフティネット

全国ろうきんの概要		（2018年3月末現在）


